
議案第２４号  

 

 

   臨時代理の承認について  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

令和  ３  年  ４  月２４日  

 

 

提出者  調布市教育委員会  

                    教育長  大和田  正  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

 押印を求める手続の見直し等のための調布市教育委員会規則の整備に関す

る規則を教育長が臨時代理により処理したので，調布市教育委員会の権限委

任等に関する規則第４条第２項の規定により，提案するものです。  



   臨時代理の承認について  

 

 

 別紙のとおり臨時代理により処理したので報告し，承認を求める。  



臨  時  代  理  に  つ  い  て  

 

 

調布市教育委員会の権限委任等に関する規則第４条第１項の規定により，

押印を求める手続の見直し等のための調布市教育委員会規則の整備に関す

る規則を次のとおり臨時代理により処理する。  

 

 

令和  ３  年  ３  月３１日  

 

 

調布市教育委員会  

教育長  大和田  正  治  
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調布市教育委員会請願処理規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○調布市教育委員会請願処理規則 ○調布市教育委員会請願処理規則 

昭和62年４月10日教育委員会規則第６号 昭和62年４月10日教育委員会規則第６号 

改正 改正 

昭和63年３月28日教委規則第５号 昭和63年３月28日教委規則第５号 

平成元年３月29日教委規則第９号 平成元年３月29日教委規則第９号 

平成27年９月25日教委規則第14号 平成27年９月25日教委規則第14号 

令和２年12月22日教委規則第９号 令和２年12月22日教委規則第９号 

調布市教育委員会請願処理規則 調布市教育委員会請願処理規則 

第１条から第６条 略 第１条から第６条 略 

附 則（令和３年３月３１日教委規則第５号）  

１ この規則は，令和３年４月１日から施行する。  

２ この規則による改正前の調布市教育委員会請願処理規則の様式は，その

残品の存する間，所要の修正を加え，なお使用することができる。 

 

第１号様式（第３条関係） 第１号様式（第３条関係） 

第２号様式（第４条関係） 第２号様式（第４条関係） 
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調布市教育委員会の聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○調布市教育委員会の聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 ○調布市教育委員会の聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 

平成６年10月21日教育委員会規則第５号 平成６年10月21日教育委員会規則第５号 

調布市教育委員会の聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 調布市教育委員会の聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 

第１条から第13条 略 第１条から第13条 略 

（聴聞調書） （聴聞調書） 

第14条 法第24条第１項に規定する調書（以下「聴聞調書」という。）には，

次の各号に掲げる事項（聴聞の期日における審理が行われなかった場合に

おいては，第４号に掲げる事項を除く。）を記載し，主宰者がこれに記名

しなければならない。 

第14条 法第24条第１項に規定する調書（以下「聴聞調書」という。）には，

次の各号に掲げる事項（聴聞の期日における審理が行われなかった場合に

おいては，第４号に掲げる事項を除く。）を記載し，主宰者がこれに記名

押印しなければならない。 

(１) 聴聞の件名及び番号 (１) 聴聞の件名及び番号 

(２) 聴聞の期日及び場所 (２) 聴聞の期日及び場所 

(３) 主宰者の職名及び氏名 (３) 主宰者の職名及び氏名 

(４) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人

及び補佐人の住所及び氏名 

(４) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人

及び補佐人の住所及び氏名 

(５) 当事者又はその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合は，その

氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無 

(５) 当事者又はその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合は，その

氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無 

(６) 説明を行った行政庁の職員の職名及び氏名 (６) 説明を行った行政庁の職員の職名及び氏名 

(７) 行政庁の職員の説明の要旨 (７) 行政庁の職員の説明の要旨 

(８) 当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人の意見の陳

述（法第21条第１項の規定により提出された陳述書における意見の陳述

を含む。）の要旨 

(８) 当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人の意見の陳

述（法第21条第１項の規定により提出された陳述書における意見の陳述

を含む。）の要旨 

(９) 証拠書類等が提出されたときは，その標目 (９) 証拠書類等が提出されたときは，その標目 

(10) 前各号に掲げる事項のほか，参考となるべき事項 (10) 前各号に掲げる事項のほか，参考となるべき事項 

２ 聴聞調書には，書面，図画，写真その他主宰者が適当と認めるものを添

付してその一部とすることができる。 

２ 聴聞調書には，書面，図画，写真その他主宰者が適当と認めるものを添

付してその一部とすることができる。 

（報告書） （報告書） 



2/3 

改正後 改正前 

第15条 法第24条第３項の報告書（以下「報告書」という。）には，次の各

号に掲げる事項を記載し，主宰者がこれに記名しなければならない。 

第15条 法第24条第３項の報告書（以下「報告書」という。）には，次の各

号に掲げる事項を記載し，主宰者がこれに記名押印しなければならない。 

(１) 聴聞の件名及び番号 (１) 聴聞の件名及び番号 

(２) 聴聞の期日及び場所 (２) 聴聞の期日及び場所 

(３) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の主張 (３) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の主張 

(４) 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見 (４) 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見 

第16条から第18条 略 第16条から第18条 略 

（弁明調書） （弁明調書） 

第19条 前条の規定により弁明を録取する者（以下「弁明録取者」という。）

は，当事者が口頭による弁明をしたときは，次の各号に掲げる事項を記載

した調書（以下「弁明調書」という。）を作成し，これに記名しなければ

ならない。 

第19条 前条の規定により弁明を録取する者（以下「弁明録取者」という。）

は，当事者が口頭による弁明をしたときは，次の各号に掲げる事項を記載

した調書（以下「弁明調書」という。）を作成し，これに記名押印しなけ

ればならない。 

(１) 弁明の件名及び番号 (１) 弁明の件名及び番号 

(２) 弁明録取者の職名及び氏名 (２) 弁明録取者の職名及び氏名 

(３) 弁明の日時及び場所 (３) 弁明の日時及び場所 

(４) 弁明の日時に出頭した当事者及びその代理人の住所及び氏名 (４) 弁明の日時に出頭した当事者及びその代理人の住所及び氏名 

(５) 当事者及びその代理人の弁明の要旨 (５) 当事者及びその代理人の弁明の要旨 

(６) 証拠書類等が提出されたときは，その標目 (６) 証拠書類等が提出されたときは，その標目 

(７) 前各号に掲げる事項のほか，参考となるべき事項 (７) 前各号に掲げる事項のほか，参考となるべき事項 

２ 第14条第２項の規定は，弁明調書について準用する。 ２ 第14条第２項の規定は，弁明調書について準用する。 

附 則（令和３年３月３１日教委規則第５号）  

１ この規則は，令和３年４月１日から施行する。  

２ この規則による改正前の調布市教育委員会の聴聞及び弁明の機会の付与

に関する規則の様式は，その残品の存する間，所要の修正を加え，なお使用

することができる。 

 

第１号様式（第５条，第22条関係） 第１号様式（第５条，第22条関係） 

第２号様式（第６条関係） 第２号様式（第６条関係） 

第３号様式（第６条関係） 第３号様式（第６条関係） 
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改正後 改正前 

第４号様式（第７条関係） 第４号様式（第７条関係） 

第５号様式（第７条関係） 第５号様式（第７条関係） 

第６号様式（第８条関係） 第６号様式（第８条関係） 

第７号様式（第９条関係） 第７号様式（第９条関係） 

第８号様式（第９条関係） 第８号様式（第９条関係） 

第９号様式（第10条関係） 第９号様式（第10条関係） 

第10号様式（第10条関係） 第10号様式（第10条関係） 

第11号様式（第11条関係） 第11号様式（第11条関係） 

第12号様式（第13条関係） 第12号様式（第13条関係） 

第13号様式（第14条関係） 第13号様式（第14条関係） 

第14号様式（第15条関係） 第14号様式（第15条関係） 

第15号様式（第16条関係） 第15号様式（第16条関係） 

第16号様式（第16条関係） 第16号様式（第16条関係） 

第17号様式（第17条関係） 第17号様式（第17条関係） 

第18号様式（第19条関係） 第18号様式（第19条関係） 

第19号様式（第22条関係） 第19号様式（第22条関係） 
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調布市教育委員会が管理する保有個人情報の保護等に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○調布市教育委員会が管理する保有個人情報の保護等に関する規則 ○調布市教育委員会が管理する保有個人情報の保護等に関する規則 

平成12年３月31日教育委員会規則第８号 平成12年３月31日教育委員会規則第８号 

改正 改正 

平成17年３月24日教委規則第４号 平成17年３月24日教委規則第４号 

平成22年７月23日教委規則第６号 平成22年７月23日教委規則第６号 

平成27年12月25日教委規則第16号 平成27年12月25日教委規則第16号 

平成28年３月31日教委規則第３号 平成28年３月31日教委規則第３号 

令和元年６月28日教委規則第１号 令和元年６月28日教委規則第１号 

調布市教育委員会が管理する保有個人情報の保護等に関する規則 調布市教育委員会が管理する保有個人情報の保護等に関する規則 

調布市教育委員会が管理する電子計算組織に係る個人情報の保護に関する

規則（昭和63年調布市教育委員会規則第１号）の全部を改正する。 

調布市教育委員会が管理する電子計算組織に係る個人情報の保護に関する

規則（昭和63年調布市教育委員会規則第１号）の全部を改正する。 

第１条から第17条 略 第１条から第17条 略 

附 則（令和３年３月３１日教委規則第５号）  

１ この規則は，令和３年４月１日から施行する。  

２ この規則による改正前の調布市教育委員会が管理する保有個人情報の保

護等に関する規則の様式は，その残品の存する間，所要の修正を加え，なお

使用することができる。 

 

第１号様式（第３条関係） 第１号様式（第３条関係） 

第２号様式（第４条関係） 第２号様式（第４条関係） 

第３号様式（第７条関係） 第３号様式（第７条関係） 

第４号様式（第８条関係） 第４号様式（第８条関係） 

第５号様式（第８条関係） 第５号様式（第８条関係） 

第６号様式（第10条関係） 第６号様式（第10条関係） 

第７号様式（第11条関係） 第７号様式（第11条関係） 

第８号様式（第11条関係） 第８号様式（第11条関係） 

第９号様式（第11条関係） 第９号様式（第11条関係） 
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改正後 改正前 

第10号様式（第11条関係） 第10号様式（第11条関係） 

第11号様式（第12条関係） 第11号様式（第12条関係） 

第12号様式（第12条関係） 第12号様式（第12条関係） 

第13号様式（第15条関係） 第13号様式（第15条関係） 
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調布市教育委員会が管理する保有特定個人情報の保護等に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○調布市教育委員会が管理する保有特定個人情報の保護等に関する規則 ○調布市教育委員会が管理する保有特定個人情報の保護等に関する規則 

平成27年12月25日教育委員会規則第15号 平成27年12月25日教育委員会規則第15号 

改正 改正 

平成28年３月31日教委規則第３号 平成28年３月31日教委規則第３号 

平成29年５月26日教委規則第７号 平成29年５月26日教委規則第７号 

令和元年６月28日教委規則第１号 令和元年６月28日教委規則第１号 

調布市教育委員会が管理する保有特定個人情報の保護等に関する規則 調布市教育委員会が管理する保有特定個人情報の保護等に関する規則 

第１条から第13条 略 第１条から第13条 略 

附 則（令和３年３月３１日教委規則第５号）  

１ この規則は，令和３年４月１日から施行する。  

２ この規則による改正前の調布市教育委員会が管理する保有特定個人情報

の保護等に関する規則の様式は，その残品の存する間，所要の修正を加え，

なお使用することができる。 

 

第１号様式（第３条関係） 第１号様式（第３条関係） 

第２号様式（第６条関係） 第２号様式（第６条関係） 

第３号様式（第７条関係） 第３号様式（第７条関係） 

第４号様式（第７条関係） 第４号様式（第７条関係） 

第５号様式（第７条関係） 第５号様式（第７条関係） 

第６号様式（第７条関係） 第６号様式（第７条関係） 

第７号様式（第８条関係） 第７号様式（第８条関係） 

第８号様式（第８条関係） 第８号様式（第８条関係） 

第９号様式（第11条関係） 第９号様式（第11条関係） 
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調布市八ケ岳少年自然の家の指定管理に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○調布市八ケ岳少年自然の家の指定管理に関する規則 ○調布市八ケ岳少年自然の家の指定管理に関する規則 

平成18年１月27日教育委員会規則第１号 平成18年１月27日教育委員会規則第１号 

改正 改正 

平成29年２月24日教委規則第２号 平成29年２月24日教委規則第２号 

平成31年１月25日教委規則第１号 平成31年１月25日教委規則第１号 

調布市八ケ岳少年自然の家の指定管理に関する規則 調布市八ケ岳少年自然の家の指定管理に関する規則 

第１条から第６条 略 第１条から第６条 略 

附 則（令和３年３月３１日教委規則第５号）  

１ この規則は，令和３年４月１日から施行する。  

２ この規則による改正前の調布市八ケ岳少年自然の家の指定管理に関する

規則の様式は，その残品の存する間，所要の修正を加え，なお使用すること

ができる。 

 

第１号様式（第３条関係） 第１号様式（第３条関係） 

第２号様式（第３条関係） 第２号様式（第３条関係） 
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調布市社会教育関係団体の登録及び支援に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○調布市社会教育関係団体の登録及び支援に関する規則 ○調布市社会教育関係団体の登録及び支援に関する規則 

平成14年２月22日教育委員会規則第４号 平成14年２月22日教育委員会規則第４号 

改正 改正 

平成30年１月29日教委規則第１号 平成30年１月29日教委規則第１号 

調布市社会教育関係団体の登録及び支援に関する規則 調布市社会教育関係団体の登録及び支援に関する規則 

調布市社会教育関係団体の登録及び援助に関する規則（昭和45年調布市教

育委員会規則第３号）の全部を改正する。 

調布市社会教育関係団体の登録及び援助に関する規則（昭和45年調布市教

育委員会規則第３号）の全部を改正する。 

第１条から第９条 略 第１条から第９条 略 

附 則（令和３年３月３１日教委規則第５号）  

１ この規則は，令和３年４月１日から施行する。  

２ この規則による改正前の調布市社会教育関係団体の登録及び支援に関す

る規則の様式は，その残品の存する間，所要の修正を加え，なお使用するこ

とができる。 

 

第１号様式 第１号様式 

第２号様式 第２号様式 

第３号様式 第３号様式 

第４号様式 第４号様式 

第５号様式 第５号様式 

第６号様式 第６号様式 
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調布市文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○調布市文化財保護条例施行規則 ○調布市文化財保護条例施行規則 

平成19年３月20日教育委員会規則第４号 平成19年３月20日教育委員会規則第４号 

改正 改正 

令和２年１月24日教委規則第１号 令和２年１月24日教委規則第１号 

調布市文化財保護条例施行規則 調布市文化財保護条例施行規則 

調布市文化財保護条例施行規則（昭和40年調布市教育委員会規則第４号）

の全部を改正する。 

調布市文化財保護条例施行規則（昭和40年調布市教育委員会規則第４号）

の全部を改正する。 

第１条から第21条 略 第１条から第21条 略 

附 則（令和３年３月３１日教委規則第５号）  

１ この規則は，令和３年４月１日から施行する。  

２ この規則による改正前の調布市文化財保護条例施行規則の様式は，その

残品の存する間，所要の修正を加え，なお使用することができる。 

 

第１号様式（第２条関係） 第１号様式（第２条関係） 

第２号様式（第３条関係） 第２号様式（第３条関係） 

第３号様式（第３条関係） 第３号様式（第３条関係） 

第４号様式（第３条関係） 第４号様式（第３条関係） 

第５号様式（第３条関係） 第５号様式（第３条関係） 

第６号様式（第４条関係） 第６号様式（第４条関係） 

第７号様式（第７条関係） 第７号様式（第７条関係） 

第８号様式（第８条関係） 第８号様式（第８条関係） 

第９号様式（第８条関係） 第９号様式（第８条関係） 

第10号様式（第９条関係） 第10号様式（第９条関係） 

第11号様式（第10条関係） 第11号様式（第10条関係） 

第12号様式（第13条関係） 第12号様式（第13条関係） 

第13号様式（第13条，第17条関係） 第13号様式（第13条，第17条関係） 

第14号様式（第13条関係） 第14号様式（第13条関係） 
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改正後 改正前 

第15号様式（第15条関係） 第15号様式（第15条関係） 

第16号様式（第16条関係） 第16号様式（第16条関係） 

第17号様式（第16条関係） 第17号様式（第16条関係） 

第18号様式（第16条関係） 第18号様式（第16条関係） 

第19号様式（第16条関係） 第19号様式（第16条関係） 

第20号様式（第16条関係） 第20号様式（第16条関係） 

第21号様式（第16条関係） 第21号様式（第16条関係） 

第22号様式（第17条関係） 第22号様式（第17条関係） 

第23号様式（第18条関係） 第23号様式（第18条関係） 
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調布市郷土博物館条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○調布市郷土博物館条例施行規則 ○調布市郷土博物館条例施行規則 

昭和49年６月19日教育委員会規則第３号 昭和49年６月19日教育委員会規則第３号 

改正 改正 

昭和49年９月６日教委規則第６号 昭和49年９月６日教委規則第６号 

昭和61年３月31日教委規則第６号 昭和61年３月31日教委規則第６号 

平成７年３月29日教委規則第７号 平成７年３月29日教委規則第７号 

調布市郷土博物館条例施行規則 調布市郷土博物館条例施行規則 

第１条から第６条 略 第１条から第６条 略 

附 則（令和３年３月３１日教委規則第５号）  

１ この規則は，令和３年４月１日から施行する。  

２ この規則による改正前の調布市郷土博物館条例施行規則の様式は，その

残品の存する間，所要の修正を加え，なお使用することができる。 

 

第１号様式（第４条関係） 第１号様式（第４条関係） 

第２号様式（第４条関係） 第２号様式（第４条関係） 

第３号様式（第４条関係） 第３号様式（第４条関係） 

第４号様式（第４条関係） 第４号様式（第４条関係） 

第５号様式（第５条関係） 第５号様式（第５条関係） 
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調布市武者小路実篤記念館条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○調布市武者小路実篤記念館条例施行規則 ○調布市武者小路実篤記念館条例施行規則 

昭和60年８月15日教育委員会規則第８号 昭和60年８月15日教育委員会規則第８号 

改正 改正 

平成６年１月24日教委規則第２号 平成６年１月24日教委規則第２号 

平成９年２月21日教委規則第２号 平成９年２月21日教委規則第２号 

平成14年10月25日教委規則第21号 平成14年10月25日教委規則第21号 

平成18年３月24日教委規則第15号 平成18年３月24日教委規則第15号 

平成20年５月23日教委規則第12号 平成20年５月23日教委規則第12号 

平成21年２月19日教委規則第５号 平成21年２月19日教委規則第５号 

平成22年３月25日教委規則第２号 平成22年３月25日教委規則第２号 

平成26年３月28日教委規則第３号 平成26年３月28日教委規則第３号 

平成31年２月18日教委規則第２号 平成31年２月18日教委規則第２号 

調布市武者小路実篤記念館条例施行規則 調布市武者小路実篤記念館条例施行規則 

第１条から第14条 略 第１条から第14条 略 

附 則（令和３年３月３１日教委規則第５号）  

１ この規則は，令和３年４月１日から施行する。  

２ この規則による改正前の調布市武者小路実篤記念館条例施行規則の様式

は，その残品の存する間，所要の修正を加え，なお使用することができる。 

 

別表 略 別表 略 

第１号様式（第２条関係） 第１号様式（第２条関係） 

第２号様式（第７条関係） 第２号様式（第７条関係） 

第３号様式（第８条関係） 第３号様式（第８条関係） 

第４号様式（第11条関係） 第４号様式（第11条関係） 

第５号様式（第12条関係） 第５号様式（第12条関係） 

第６号様式（第13条関係） 第６号様式（第13条関係） 

第７号様式（第13条関係） 第７号様式（第13条関係）  
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調布市武者小路実篤記念館の指定管理に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○調布市武者小路実篤記念館の指定管理に関する規則 ○調布市武者小路実篤記念館の指定管理に関する規則 

平成25年12月20日教育委員会規則第５号 平成25年12月20日教育委員会規則第５号 

調布市武者小路実篤記念館の指定管理に関する規則 調布市武者小路実篤記念館の指定管理に関する規則 

第１条から第６条 略 第１条から第６条 略 

附 則（令和３年３月３１日教委規則第５号）  

１ この規則は，令和３年４月１日から施行する。  

２ この規則による改正前の調布市武者小路実篤記念館の指定管理に関する

規則の様式は，その残品の存する間，所要の修正を加え，なお使用すること

ができる。 

 

第１号様式（第３条関係） 第１号様式（第３条関係） 

第２号様式（第３条関係） 第２号様式（第３条関係） 
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調布市深大寺水車館条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○調布市深大寺水車館条例施行規則 ○調布市深大寺水車館条例施行規則 

平成４年６月25日教育委員会規則第８号 平成４年６月25日教育委員会規則第８号 

改正 改正 

平成５年７月13日教委規則第５号 平成５年７月13日教委規則第５号 

平成７年３月29日教委規則第10号 平成７年３月29日教委規則第10号 

平成18年１月27日教委規則第９号 平成18年１月27日教委規則第９号 

調布市深大寺水車館条例施行規則 調布市深大寺水車館条例施行規則 

第１条から第12条 略 第１条から第12条 略 

附 則（令和３年３月３１日教委規則第５号）  

１ この規則は，令和３年４月１日から施行する。  

２ この規則による改正前の調布市深大寺水車館条例施行規則の様式は，そ

の残品の存する間，所要の修正を加え，なお使用することができる。 

 

第１号様式（第４条関係） 第１号様式（第４条関係） 

第２号様式（第６条関係） 第２号様式（第６条関係） 

 


